
令和６年度 気仙沼市立唐桑中学校 同窓会 総会 記録  

 

１ 日   時 令和 6 年 8 月 18 日（日）   午後 3 時 00 分 開会 

２ 会   場 気仙沼市立唐桑中学校 

３ 所 在 地 988-0541 唐桑町北中 130 番地 

４ 開   催 本会は、「唐桑中学校同窓会会則」第１０条に則り次のとおり開催されました。 

 

⑴ 開会宣言                 

 

⑵ 開会の挨拶   （会長代理 副会長 小野寺 学 氏） 

◇ 三浦会長に健康上の配慮が必要なことから、出席が叶わなかったため、代理として

挨拶します。 

▶ 総会は３０年開催されておりません。近年は本部役員の改選が必要でしたが、

高齢化が進み、また、震災やコロナで召集できませんでした。 

▶ 本日の同窓会総会を新たな出発点として、本会員の結束がさらに固まっていく

ことを期待するものです。 

▶ 本総会を開催するにあたり、高齢等による諸事情で本部役員の参集が難しかっ

た中、準備会を設置してくださり、この日に備えて様々なご高配をいただきまし

た。関係各位に心より感謝申し上げます。 

 

⑶ 報  告    （趣旨説明：開催までの経緯  事務局長 三浦 光治氏） 

        ◇ 会則の改定 

▶ 役員については現行「会長１、副会長３、事務局長１、庶務２、会計２、監事

２」「行政区役員（中井７、唐桑１９、小原木０※）※統合後開催なしのため」

となっています。 

          ▶ 昭和の時代にあって、本会が発足当時は、電話が設置されていないご家庭もあ

ったであろうこと、並びに地区単位の生活文化圏が形成されていたことから、連

絡手段として地区ごとの役員選出は必須であったと察するところです。 

▶ 今後、同窓会を運営するにあたっては、個人にスマホが普及していること、地

区単位の生活文化圏は縮小していることから、連絡手段としては中学校 HP の

活用、SNS の活用などで賄えるものと想定します。したがって、今後、行政区

役員を決めたとしても、その役割は決して大きくはないことが予想され、継続す

るかどうかの検討は必要です。また、会員の教養を高めるという目的も、情報化

社会である現代においては、あえて会則に設ける意義があるかどうかも検討の

必要があり、本総会に諮りたいと考えます。 

▶ これらを踏まえ、現状に合った「会則の改正」が必要であると判断しました。 

 



        ◇ 会長をはじめとする役員の選出 

▶ 役員の選出については、今回の大きな目的です。また、会則には「役員は総会

で選出する」とありますが、毎年総会を開くことができる状況であればこの文言

は有効であるものの、これまで３０年間総会を実施できなかった実情を振り返

ると、現実的ではないように思えます。 

        ▶ 今回は、「会則の改定」が決議したあとに、新本部役員のうち、会長のみを選出

し、新会長さんに本部役員をあらためて選出していただくことを提案します。 

 

⑷ 協議  

第１号議案 会則の改定      

        ◇ 次のように会則の改正を決議しました。朱書きのように改めました。 

 

唐桑中学校同窓会会則 

第１条(名称) 本会は唐桑中学校同窓会と称し，事務局を同校内に置く。 

第２条(目的) 本会は会員の教養を高め，親睦を図り，更に中学校教育に対し積極

的に協力することを目的とする。 

第３条(会員) 本会の会員は唐桑中学校の卒業生をもって組織する。 

第４条(事業) 本会は第２条の目的を達成するために次の事業を行う。 

１ 会員と学校の密接な連絡提携を図る。 

２  会員の教養を高める事業 

３  学校行事への積極的な協力 

４  学校環境整備への積極的な協力 

５  その他必要と認められる事業 

第５条(役員) 本会に次の役員を置く。 

会長１名，副会長２名，事務局長１名，庶務２名，会計１名 ，監事

２名 ，回生委員(各年度２名) 

第６条(役員の選出) 会長は総会で選出する。役員は会長が指名し役員会で承認

する。但し，回生委員は卒業年度毎に選出する。 

第７条(顧 問) 本会に顧問を置くことができる。 

１ 中学校職員 

２ その他役員会で認めたもの 

第８条(役員の任務) 会長は会務を掌り，副会長は会長を補佐し，会長に事故ある

ときは代行する。事務局長は庶務，会計を総括する。庶務，会計はそ

れぞれの任務を掌る。監事は会計の監査を行い，回生委員は役員会の

要請を受け、各種の会議に出席し意見を述べ，任務を遂行する。顧問

は本会の諮問に応じる。 

第９条(役員の任期) 役員の任期は１ヶ年とし，再任を妨げないものとする。 

第１０条(総会) 総会は会長が必要に応じて招集し，会員の出席者をもって開催



する。なお，総会の議長は会長があたる。 

第１１条(役員会) 役員会は年１回２月に開催し，会の重要事項を審議する。な

お，役員会の議長は会長があたる。 

２ 役員会においては，会務の諸報告，事業計画，予算，決算，会

則の改正，役員の選出等に関する事項の決議は出席者の合議とする。

決しない場合、最終の判断は会長が行う。 

第１２条(経 費) 本会の諸経費は会員より徴収する会費，寄附金および事業収

入，その他をもって充当し，会費は一人１，０００円とし，卒業の際

一度に納入するものとする。 

第１３条(年 度) 本会の会計年度は，毎年４月１日に始まり，翌年３月３１日ま

でとする。 

 

附  則 

・本会則は昭和３２年８月１１日より施行する。 

・本会則は昭和５８年１０月２日より施行する。 

・本会則は令和６年８月１８日より施行する。 

（なお，令和６年度の令和６年８月１８日から令和７年３月３１日までとす

る。） 

 

第２号議案 会長の選出 

  ◇ 新会長として、鈴木髙登氏が選出され、満場一致をもって承認されました。 

          

⑸ 諸 連 絡 

  ◇ 本日の総会の記録は、唐桑中学校 HP にアップすることを準備会事務局から話

がありました。 

  ◇ ８月２２日（木）に、新会長の下、新役員について話し合うこととしました。 

   （８月２２日に決議された内容は、次頁に記載しました。ご覧ください。） 

 

⑹ 校歌斉唱 

 

⑺ 閉会の挨拶   （新会長 鈴木 髙登 氏） 

  ◇ 本会をこれまで支えてくださった諸先輩方にあらためて敬意を表します。 

  ◇ 総会会則に則って、本会が無事開催されたことを皆で祝い、これからの唐桑中学

校同窓会が、時代の大きな変化の中、今後を見据えた適切な活動が展開されるよ

う、会長として尽力していきたいと考えます。 

 

⑻ 閉会宣言 

 



令和６年度 気仙沼市立唐桑中学校 同窓会役員選出 記録  

 

１ 日   時 令和６年８月２２日（木）   午後６時００分 開始 

２ 会   場 気仙沼市立唐桑中学校 

３ 所 在 地 988-0541 唐桑町北中 130 番地 

４ 開   催 本会は、「唐桑中学校同窓会会則」第６条に則り次のとおり開催されました。 

５ 参 集 範 囲 会長 鈴木髙登氏、現 PTA 会長 伊東毅浩氏、唐桑中学校長 菅原英二氏 他 

６ 議   題 新役員の選出 

        ◇ 次のとおり会長が選出し、ご本人の了承を得て、新役員が以下のとおり決まりま

したので報告します。 

役 職 氏  名 備 考 

会 長 鈴木 髙登 氏 
 

副会長 戸羽 一明 氏 
 

副会長 伊東 毅浩 氏 
副会長には、現任の PTA 会長を充てることが

提案されました。 

事務局長 川村 貴史 氏 
 

庶 務 欠   員 
 

会 計 小松 広和 氏 
会計処理については、唐桑中に事務局がある

（第１条）ことから、学校教職員を割り当てる

ことが提案されました。 

監 事 村上  進 氏 
 

監 事 佐藤  晶 氏 
 

 

７ 同窓会役員会    （同日、役員の指名並びに任命後に開催） 

    今年度の予定 ⑴ 唐桑中で所持しているものの、かなり前に破損した太鼓の修理が提案され、

役員会で承認されました。 

           ⑵ 今年度の「同窓会入会式」が令和７年３月６日の２校時（午前９時５０分

頃）から開催されるので、可能な限り新役員は参加することが同意されまし

た。ただし、気仙沼市議会の都合によっては、開催日の変更を学校に依頼する

可能性があることを確認しました。 


